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秋田県中小企業融資制度に係る中小企業者等の事業の再生を支援するための措置について

産業政策課

１ 概 要
県内中小企業者等の迅速かつ円滑な事業の再生に資するため、秋田県信用保証協会が求償権の放棄を行
う場合に、知事において当該求償権の放棄を承認するとともに、保証協会が県に対して支払う損失補償金の
返納を免除することができるよう、措置を講ずる。

（損失補償スキーム図）

２ 今後のスケジュール（予定）
・ 令和６年１月 パブリックコメントを実施
・ 〃 ２月 条例案を令和６年第１回定例会（２月議会）へ上程
・ 〃 ４月 条例施行
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